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子
育
て
世
帯
の
経
済
支
援
の
一

つ
と
し
て
、
令
和
３
年
１
月
１
日

以
降
に
出
生
し
た
新
生
児
を
対
象

に
、
市
独
自
の
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

　

期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
場

合
、
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
支
給
対
象
児

　

令
和
３
年
１
月
１
日
～
令
和
４

年
３
月
31
日
に
出
生
し
、
申
請

日
時
点
で
本
市
に
住
所
が
あ
る

新
生
児

●
申
請
者

　

支
給
対
象
児
の
父
ま
た
は
母

で
、
申
請
時
点
で
本
市
に
住
所

が
あ
る
方（
令
和
３
年
１
月
１

日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

他
の
市
町
村
で
同
様
の
給
付
金

の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
に

限
り
ま
す
）

●
持
ち
物

・
申
請
者
の
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
な
ど
）

・
申
請
者
名
義
の
通
帳

●
申
請
期
限
…
令
和
４
年
４
月
15
日

●
支
給
額
お
よ
び
入
金
日

　

支
給
対
象
児
１
名
に
つ
き
５
万

円
を
、
申
請
月
の
翌
月
25
日
に

支
給（
25
日
が
休
日
の
場
合
は

前
日
の
平
日
に
支
給
）

●
そ
の
他

　

本
給
付
金
は
、
所
得
税
お
よ
び

個
人
住
民
税
の
一
時
所
得
に
分

類
さ
れ
ま
す
。

問
申
子
ど
も
幸
福
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
９
３
２

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
令
和
３
年
６
月
１
日
現
在
の

現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

対
象
者
の
方
に
は
、
提
出
用
書

類
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
速
や
か

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届

の
提
出
が
な
い
と
、
手
当
の
支
給

が
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
申
子
ど
も
幸
福
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
９
３
２

●
受
給
要
件

心
身
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父

母
、
ま
た
は
そ
の
養
育
者
に
対

し
支
給

1
１
級
に
該
当
す
る
障
害
程
度

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ

び
２
・
３
級
の
一
部
の
方（
診
断

書
に
よ
る
判
定
と
な
る
場
合
有

り
）

・
重
度
の
知
的
障
害
の
あ
る
方

・
右
記
と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
方

2
２
級
に
該
当
す
る
障
害
程
度

・
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
の

一
部
の
方（
診
断
書
に
よ
る
判

定
と
な
る
場
合
有
り
）

・
療
育
手
帳
Ｂ
１
の
方（
診
断
書

に
よ
る
判
定
）

・
右
記
と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
方

※
障
害
を
支
給
事
由
と
し
て
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方
お
よ
び
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方
は
除
き

ま
す
。

●
所
得
制
限

受
給
対
象
者
や
そ
の
配
偶
者
、

同
居
の
扶
養
義
務
者
の
う
ち
、

い
ず
れ
か
の
方
の
前
年
所
得
が

所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
る
場

合
は
、
支
給
対
象
外

●
支
給
額（
令
和
３
年
４
月
現
在
）

・
１
級
：
月
額
５
万
２
５
０
０
円

・
２
級
：
月
額
３
万
４
９
７
０
円

※
４
・
８
・
11
月
に
４
か
月
分
を

ま
と
め
て
支
給

問
福
祉
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
９
２
１

運
動
や
食
事
、
趣
味
に
関
す
る

こ
と
な
ど
で
、
健
康
自
慢
の
皆
さ

ま
が
実
践
し
て
い
る
健
康
法
と
そ

の
効
果
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
募
集
テ
ー
マ

　

自
分
の
健
康
管
理
法
と
そ
の
効
果

●
対
象
者

　

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
被
保
険
者

●
申
込
方
法
…
次
の
①
②
を
記
入

し
、
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
で
下

記
へ
申
し
込
み

①
健
康
づ
く
り
体
験
談（
題
名
と

本
文
、
原
稿
用
紙
２
枚
８
０
０

字
程
度
）

②
必
要
事
項（
郵
便
番
号
・
住
所
・

氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
）

を
記
入
し
た
用
紙（
様
式
任
意
）

●
締
切
…
９
月
30
日
㊍（
必
着
）

※
応
募
者
全
員
に
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド

（
５
０
０
円
分
）を
プ
レ
ゼ
ン
ト

●
優
秀
作
品

・
最
優
秀
賞
…
１
点（
商
品
券

３
万
円
分
）

・
優
秀
賞
…
３
点（
商
品
券
１
万

円
分
）

※
受
賞
作
品
は
、
栃
木
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
公
表
し
ま
す
。

問
申
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合

〒
３
２
０
‐
０
０
３
３

宇
都
宮
市
本
町
３
‐
９
栃
木
県

本
町
合
同
ビ
ル
２
階

　

０
２
８（
６
２
７
）６
８
０
５

so
u

m
u

@
ko

u
ikire

n
g

o
-

tochigi.jp

高
齢
者
の
生
活
状
況
に
合
っ
た

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

緊
急
時
の
対
応
、
地
域
で
の
見
守

り
活
動
の
た
め
、
調
査
を
行
い
ま

す
。

●
対
象
者
…
市
内
に
お
住
ま
い
の

65
歳
以
上
の
方
で
、
ひ
と
り
暮

ら
し
、
ま
た
は
高
齢
者
の
み
の

世
帯
の
方

●
調
査
期
間
…
９
月
中
旬
～
12
月

●
調
査
方
法
…
担
当
地
域
の
民
生

委
員
児
童
委
員
が
自
宅
へ
訪
問

問
高
齢
者
幸
福
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
７
５
７

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります

市 か ら の お 知 ら せ

本 本

本

本

令
和
３
年
度
大
田
原
市
新
生
児

特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

子
育
て

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
現
況

届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
の
お

知
ら
せ

あ
な
た
が
お
す
す
め
す
る

健
康
づ
く
り
体
験
談
募
集

健
康
・
福
祉

高
齢
者
世
帯
実
態
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
い



湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 体県立県北体育館本本庁舎

2021.813

夏に気を付けたい子供の感染症

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法
律（
障
害

者
差
別
解
消
法
）の
一
部
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

●
主
な
改
正
点

①
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
し
て
、
国
と
地

方
公
共
団
体
が
相
互
に
連
携
を

取
り
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

②
事
業
者
に
対
し
、
障
害
が
あ
る

方
に
と
っ
て
日
常
生
活
や
社
会

生
活
を
営
む
上
で
の
障
壁（
❶

通
行
や
利
用
し
に
く
い
施
設
・

設
備
❷
利
用
し
に
く
い
制
度
❸

障
害
の
あ
る
方
の
存
在
を
意
識

し
て
い
な
い
慣
習
・
文
化
❹
障

害
の
あ
る
方
へ
の
偏
見
な
ど
）

の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
、
必

要
な
合
理
的
配
慮
を
す
る
こ
と

を
努
力
義
務
か
ら
義
務
へ
と
改

め
る
。

※
改
正
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
９
５
４

保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と

「
障
害
基
礎
年
金
」や「
遺
族
基
礎

年
金
」を
受
給
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付

が
免
除
・
猶
予
と
な
る「
保
険
料

免
除
制
度
」や「
納
付
猶
予
制
度

（
50
歳
未
満
）」を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。令

和
３
年
度
分（
令
和
３
年
７

月
分
～
令
和
４
年
６
月
分
）の
免

除
な
ど
の
受
付
は
７
月
１
日
か
ら

開
始
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
か

月
前
の
月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
申
大
田
原
年
金
事
務
所

　
（
２
２
）６
３
１
１

問
申
国
保
年
金
課　

本
２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７
本

本

※財源確保のため、有料公告を掲載しています。

問健康政策課　本３階　　（２３）８９７５

　感染症予防の基本は、手洗い、うがい、栄養・睡眠をとることです。症状が見られるときは、早めに医療機
関を受診してください。

病名 潜伏期間 症状 予防対策

咽頭結膜熱
（プール熱） ５～７日

・38℃～ 40℃の発熱
・のどの痛み、結膜炎など
・プールの水を介して流行することがある

ことから「プール熱」とも呼ばれている

・手洗い、うがいをしましょう。
・プールの後はシャワーを浴び、うが

いをしましょう。
・タオルやハンカチの貸し借りは避け

ましょう。

ヘルパン
ギーナ ２～４日

・突然の38℃～40℃の発熱
・のどの痛み、口の中に小さな水疱、ただれ
・痛みによる不機嫌や食欲不振がみられ、

脱水症を起こすことがある

・手洗い、うがいをしましょう。
　特に、おむつ交換など便を扱った場

合は入念な手洗いが必要です。
・タオルやハンカチの貸し借りは避け

ましう。

手足口病 ３～５日
・手、足、口の中に小さな水疱ができる
・軽度の発熱（罹患者の１/ ３）
・ごくまれに、髄膜炎などを起こす

（参考）国立感染症研究所ホームページ、厚生労働省ホームページ

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律 

一
部
改
正

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
に
つ
い
て

年
金
・
国
保

本
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